
四日市市職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和２年３月２５日  

四日市市長   森   智  広  

四日市市条例第３号  

四日市市職員給与条例の一部を改正する条例  

四日市市職員給与条例（昭和２４年四日市市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。  

 

   附  則  

この条例は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。  

（総務部人事課）  

改正後  改正前  

（勤務１時間当たりの給与額）  （勤務１時間当たりの給与額）  

第６２条  第４５条から第４７条まで

に規定する勤務１時間当たりの給与

額は、給料（育児短時間勤務職員等

にあっては、第６条の４の規定の適

用を受けないものとした場合の給

料、再任用短時間勤務職員にあって

は、第６条の５第２項の規定の適用

を受けないものとした場合の給料。

次項において同じ。）及びこれに対

する地域手当の月額並びに初任給調

整手当の月額の合計額に１２を乗

じ、その額をその年度の所定労働時

間で除して得た額とする。  

第６２条  第４５条から第４７条まで

及び第６１条に規定する勤務１時間

当たりの給与額は、給料（育児短時

間勤務職員等にあっては、第６条の

４の規定の適用を受けないものとし

た場合の給料、再任用短時間勤務職

員にあっては、第６条の５第２項の

規定の適用を受けないものとした場

合の給料）及びこれに対する地域手

当の月額の合計額に１２を乗じ、そ

の額をその年度の所定労働時間で除

して得た額とする。  

２  第６１条に規定する勤務１時間当

たりの給与額は、給料及びこれに対

する地域手当の月額の合計額に１２

を乗じ、その額をその年度の所定労

働時間で除して得た額とする。  

 


